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　現在、医療費の一部負担金を公費で助成する医療福祉制度（マル福）の「小児」は、外来は小学

校６年生まで、入院は中学校３年生までを対象としています。今回、高校生世代のお子さんをお

持ちのご家庭の医療費負担を軽減するため、平成３０年１０月１日受診分から入院の対象年齢を１８歳

（１８歳に到達する日以後の最初の３月３１日）まで拡大します。

◎美浦村に住民登録があり、健康保険に加入している１５歳～１８歳（高校１年生～３年生相当）ま

　での方が対象になります。具体的には１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までで、就学・就

　職や婚姻しているかは問いません。

　新たに対象となった方には、８月上旬に申請のご案内を郵送しまし

　た。申請期限を８月３１日までとさせていただきましたが、まだ申請

　がお済みでない場合は９月１日以降も申請を受け付けていますので、

　お早めに申請をお願いします。

※高校生の外来については、助成の対象となりません。

※中学生の外来については村独自の医療費助成制度（マル美）で助成しています。

※申請をいただいた方には、平成３０年９月下旬に受給者証をお送りし

　ます。

◇◆対象になる方◆◇◇◆対象になる方◆◇

１０月から高校生の医療費（入院のみ）を助成します１０月から高校生の医療費（入院のみ）を助成します

～高校生世代のお子さまをお持ちの方へ～～高校生世代のお子さまをお持ちの方へ～

■対象住宅　昭和５６年５月３１日以前に着工され
　た一戸建ての木造住宅または店舗等併用住宅

　（住宅部分の床面積が過半を超えるもの）で、

　延べ床面積３０㎡以上。※その他要件あり。詳

　しくはお問い合わせください。

■補助金額　①耐震診断士派遣費用（自己負担
　額２，０００円）②設計費の１／２（上限１０万円）
　③工事費の２３％（上限５０万円）
■申込期限　平成３０年１１月３０日（金）
■申込方法　申請書（役場都市建設課窓口また
　は村ホームページに掲載）に必要事項を記入

　のうえ、役場都市建設課までご提出ください。

■申込・問合せ　役場都市建設課☎０２９－８８５－
　０３４０（内）２２２・２２３
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木造住宅耐震改修促進事業木造住宅耐震改修促進事業木造住宅耐震改修促進事業

地震災害における木造住宅の倒壊等を防止し、
災害に強い安全な街づくりを進めるため、木造
住宅の『①耐震診断』『②耐震改修設計』『③耐震
改修工事』の一部を補助します。
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■問合せ　役場国保年金課医療福祉担当☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６
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